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(57)【要約】
【課題】使用前における表面増強ラマン散乱効果の劣化
を防止することができる表面増強ラマン散乱ユニットを
提供する。
【解決手段】ＳＥＲＳユニット１Ｂは、ハンドリング基
板２と、ハンドリング基板２上に取り付けられた基板４
と、基板４の表面上に形成された微細構造部を覆う導電
体層６によって構成され、表面増強ラマン散乱を生じさ
せる光学機能部１０と、基板４及び光学機能部１０を空
間Ｓ中に収容し、空間Ｓを不可逆的に開放させるパッケ
ージ２０Ｂと、を備える。基板４の裏面は、ハンドリン
グ基板２の表面に対面した状態で、ハンドリング基板２
に固定されている。基板４の厚さは、導電体層６の厚さ
よりも大きい。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドリング基板と、
　前記ハンドリング基板上に取り付けられた基板と、
　前記基板の表面上に形成された微細構造部を覆う導電体層によって構成され、表面増強
ラマン散乱を生じさせる光学機能部と、
　前記基板及び前記光学機能部を空間中に収容し、前記空間を不可逆的に開放させるパッ
ケージと、を備え、
　前記基板の裏面は、前記ハンドリング基板の表面に対面した状態で、前記ハンドリング
基板に固定されており、
　前記基板の厚さは、前記導電体層の厚さよりも大きい、表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項２】
　前記パッケージは、前記空間の開口を封止するシートを有し、
　前記パッケージは、前記シートの端部が把持されて前記空間と反対側に引き上げられる
ことにより、前記空間を不可逆的に開放させる、請求項１記載の表面増強ラマン散乱ユニ
ット。
【請求項３】
　前記ハンドリング基板には、前記ハンドリング基板の厚さ方向に垂直な方向に延在する
壁部が形成されるように、肉抜き部が設けられている、請求項１又は２記載の表面増強ラ
マン散乱ユニット。
【請求項４】
　前記肉抜き部は、複数設けられている、請求項３記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項５】
　前記空間は、前記ハンドリング基板の表面に設けられた第１凹部内の空間であり、
　前記肉抜き部は、前記ハンドリング基板の裏面に設けられた第２凹部であり、
　前記第２凹部の底面は、前記第１凹部の底面よりも前記ハンドリング基板の前記表面側
に位置している、請求項３又は４記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項６】
　前記パッケージにおいて前記光学機能部と対向する部分は、前記光学機能部側に撓んで
いる、請求項１～５のいずれか一項記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項７】
　前記パッケージにおいて前記光学機能部と対向する部分の厚さは、前記基板の厚さより
も小さい、請求項１～６のいずれか一項記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項８】
　前記パッケージは、前記光学機能部から離間しており、前記ハンドリング基板の外表面
に接触している、請求項１～７のいずれか一項記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項９】
　前記パッケージは、前記光学機能部上に試料を配置するために、前記空間を不可逆的に
開放させる、請求項１～８のいずれか一項記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【請求項１０】
　前記パッケージは、前記ハンドリング基板上に取り付けられたキャップである、請求項
１～９のいずれか一項記載の表面増強ラマン散乱ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面増強ラマン散乱ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の表面増強ラマン散乱ユニットとして、表面増強ラマン散乱（ＳＥＲＳ：Surface
　Enhanced　Raman　Scattering）を生じさせる微小金属構造体を備えるものが知られて
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いる（例えば、特許文献１及び非特許文献１参照）。このような表面増強ラマン散乱ユニ
ットにおいては、ラマン分光分析の対象となる試料が微小金属構造体に接触させられ、そ
の状態で当該試料に励起光が照射されると、表面増強ラマン散乱が生じ、例えば１０８倍
程度にまで増強されたラマン散乱光が放出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－３３５１８号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】“Q-SERSTM　G1　Substrate”、［online］、株式会社オプトサイエン
ス、［平成２４年７月１９日検索］、インターネット<URL:http://www.optoscience.com/
maker/nanova/pdf/Q-SERS_G1.pdf>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したような表面増強ラマン散乱ユニットには、微小金属構造体の酸
化や、微小金属構造体への異物や不純物の付着等に起因して、使用前に表面増強ラマン散
乱効果が劣化し易いという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、使用前における表面増強ラマン散乱効果の劣化を防止することがで
きる表面増強ラマン散乱ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の表面増強ラマン散乱ユニットは、ハンドリング基板と、ハンドリング基板上に
取り付けられた基板と、基板の表面上に形成された微細構造部を覆う導電体層によって構
成され、表面増強ラマン散乱を生じさせる光学機能部と、基板及び光学機能部を空間中に
収容し、空間を不可逆的に開放させるパッケージと、を備え、基板の裏面は、ハンドリン
グ基板の表面に対面した状態で、ハンドリング基板に固定されており、基板の厚さは、導
電体層の厚さよりも大きい。
【０００８】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットは、基板と、基板上に形成され、表面増強ラマン
散乱を生じさせる光学機能部と、光学機能部を不活性な空間中に収容し、空間を不可逆的
に開放させるパッケージと、を備える。
【０００９】
　この表面増強ラマン散乱ユニットでは、表面増強ラマン散乱を生じさせる光学機能部が
パッケージによって不活性な空間中に収容されている。したがって、使用直前にパッケー
ジを開封して空間を不可逆的に開放させることで、使用前における表面増強ラマン散乱効
果の劣化を防止することができる。
【００１０】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、パッケージは、光学機能部上に試料を配置
するために、空間を不可逆的に開放させてもよい。この構成によれば、上述したように使
用直前にパッケージを開封して光学機能部上に試料を配置することで、使用前における表
面増強ラマン散乱効果の劣化を防止することができる。
【００１１】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、パッケージは、基板上に取り付けられたキ
ャップであってもよい。この構成によれば、基板を利用することで、光学機能部を不活性
な空間中に収容し且つ空間を不可逆的に開放させるパッケージの構造の単純化を図ること
ができる。
【００１２】
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　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、空間とキャップの外部との圧
力差によって変形する変形部を有してもよい。この構成によれば、例えば真空度を高める
ことで不活性な空間を実現した場合に、変形部の変形状態に基づいてパッケージが開封さ
れたか否か、或いは使用前におけるリークの発生の有無を判断することができる。
【００１３】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、キャップの一部が取り除かれ
ることにより、空間を不可逆的に開放させてもよい。この構成によれば、光学機能部上へ
の試料の安定的な配置等のために、キャップのうち基板上に残った部分を利用することが
できる。
【００１４】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、光学機能部を包囲した状態で
基板上に取り付けられた筒状の包囲部と、光学機能部と対向した状態で包囲部の開口を封
止する対向部と、を有し、対向部は、キャップの一部として包囲部から取り除かれてもよ
い。この構成によれば、光学機能部上への試料の安定的な配置等のために、基板上に残っ
た包囲部を利用することができる。
【００１５】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、対向部の厚さは、包囲部の厚さよりも薄く
なっていてもよい。この構成によれば、使用前には、光学機能部が収容された不活性な空
間を確実に維持しつつ、使用時には、対向部を包囲部から容易に取り除くことができる。
【００１６】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、包囲部と対向部との境界部分には、弱化部
が形成されていてもよい。この構成によれば、使用前には、光学機能部が収容された不活
性な空間を確実に維持しつつ、使用時には、対向部を包囲部から容易に取り除くことがで
きる。
【００１７】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、光学機能部は、基板上に複数形成されてお
り、包囲部及び対向部は、光学機能部ごとに設けられていてもよい。この構成によれば、
使用すべき光学機能部に対応する対向部のみを取り除くことで、他の光学機能部を不活性
な空間中に維持することができる。また、同一の基板上にて複数種類の試料が混ざり合う
ことなく計測することが可能となる。更に、計測時に表面増強ラマン散乱ユニットの差し
替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上を図ることが可能となる。
【００１８】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットは、キャップの一部に取り付けられた把持部材を
更に備えてもよい。この構成によれば、把持部材を用いて、キャップの一部を容易に且つ
確実に取り除くことができる。
【００１９】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、把持部材は、樹脂層を介してキャップの一
部に取り付けられていてもよい。この構成によれば、キャップの一部に撓み等が生じてい
ても、キャップの一部に把持部材を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【００２０】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、キャップの全体が基板上から
取り除かれることにより、空間を不可逆的に開放させてもよい。この構成によれば、使用
前において、光学機能部が収容された不活性な空間をより確実に維持することができるよ
うに、キャップの全体の強度を向上させることができる。
【００２１】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、光学機能部は、基板上に複数形成されてお
り、キャップは、光学機能部ごとに基板上に複数取り付けられていてもよい。この構成に
よれば、使用すべき光学機能部に対応するキャップのみを取り除くことで、他の光学機能
部を不活性な空間中に維持することができる。また、同一の基板上にて複数種類の試料が
混ざり合うことなく計測することが可能となる。更に、計測時に表面増強ラマン散乱ユニ
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ットの差し替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上を図ることが可能となる。
【００２２】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットは、キャップに取り付けられた把持部材を更に備
えてもよい。この構成によれば、把持部材を用いて、キャップを容易に且つ確実に取り除
くことができる。
【００２３】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、把持部材は、樹脂層を介してキャップに取
り付けられていてもよい。この構成によれば、キャップに撓み等が生じていても、キャッ
プに把持部材を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【００２４】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットは、基板が取り付けられたハンドリング基板を更
に備え、パッケージは、ハンドリング基板上に取り付けられたキャップであってもよい。
この構成によれば、ハンドリング基板を利用することで、光学機能部を不活性な空間中に
収容し且つ空間を不可逆的に開放させるパッケージの構造の単純化を図ることができる。
【００２５】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、空間とキャップの外部との圧
力差によって変形する変形部を有してもよい。この構成によれば、例えば真空度を高める
ことで不活性な空間を実現した場合に、変形部の変形状態に基づいてパッケージが開封さ
れたか否か、或いは使用前におけるリークの発生の有無を判断することができる。
【００２６】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、キャップの一部が取り除かれ
ることにより、空間を不可逆的に開放させてもよい。この構成によれば、キャップのうち
基板上に残った部分を利用して、光学機能部上に試料を安定的に配置することができる。
【００２７】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、基板及び光学機能部を包囲し
た状態でハンドリング基板上に取り付けられた筒状の包囲部と、基板及び光学機能部と対
向した状態で包囲部の開口を封止する対向部と、を有し、対向部は、キャップの一部とし
て包囲部から取り除かれてもよい。この構成によれば、包囲部を、光学機能部上への試料
の安定的な配置に利用することができる。
【００２８】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、対向部の厚さは、包囲部の厚さよりも薄く
なっていてもよい。この構成によれば、使用前には、光学機能部が収容された不活性な空
間を確実に維持しつつ、使用時には、対向部を包囲部から容易に取り除くことができる。
【００２９】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、包囲部と対向部との境界部分には、弱化部
が形成されていてもよい。この構成によれば、使用前には、光学機能部が収容された不活
性な空間を確実に維持しつつ、使用時には、対向部を包囲部から容易に取り除くことがで
きる。
【００３０】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、基板は、ハンドリング基板上に複数取り付
けられており、包囲部及び対向部は、基板ごとに設けられていてもよい。この構成によれ
ば、使用すべき光学機能部に対応する対向部のみを取り除くことで、他の光学機能部を不
活性な空間中に維持することができる。また、同一のハンドリング基板上にて複数種類の
試料が混ざり合うことなく計測することが可能となる。更に、計測時に表面増強ラマン散
乱ユニットの差し替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上を図ることが可能とな
る。
【００３１】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットは、キャップの一部に取り付けられた把持部材を
更に備えてもよい。この構成によれば、把持部材を用いて、キャップの一部を容易に且つ
確実に取り除くことができる。
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【００３２】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、把持部材は、樹脂層を介してキャップの一
部に取り付けられていてもよい。この構成によれば、キャップの一部に撓み等が生じてい
ても、キャップの一部に把持部材を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【００３３】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、キャップの全体がハンドリン
グ基板上から取り除かれることにより、空間を不可逆的に開放させてもよい。この構成に
よれば、使用前において、光学機能部が収容された不活性な空間をより確実に維持するこ
とができるように、キャップの全体の強度を向上させることができる。
【００３４】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、基板は、ハンドリング基板上に複数取り付
けられており、キャップは、基板ごとにハンドリング基板上に複数取り付けられていても
よい。この構成によれば、使用すべき光学機能部に対応するキャップのみを取り除くこと
で、他の光学機能部を不活性な空間中に維持することができる。また、同一のハンドリン
グ基板上にて複数種類の試料が混ざり合うことなく計測することが可能となる。更に、計
測時に表面増強ラマン散乱ユニットの差し替え等の手間を省くことができ、作業効率の向
上を図ることが可能となる。
【００３５】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットは、キャップに取り付けられた把持部材を更に備
えてもよい。この構成によれば、把持部材を用いて、キャップを容易に且つ確実に取り除
くことができる。
【００３６】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、把持部材は、樹脂層を介してキャップに取
り付けられていてもよい。この構成によれば、キャップに撓み等が生じていても、キャッ
プに把持部材を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【００３７】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、パッケージは、基板及び光学機能部を収容
し且つ基板が内面に取り付けられた凹部を有するハンドリング基板と、凹部の開口を封止
するシートと、を有し、パッケージは、シートがハンドリング基板から取り除かれること
により、空間を不可逆的に開放させてもよい。この構成によれば、ハンドリング基板を利
用することで、光学機能部を不活性な空間中に収容し且つ空間を不可逆的に開放させるパ
ッケージの構造の単純化を図ることができる。更に、凹部を利用して、光学機能部上に試
料を安定的に配置することができる。
【００３８】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、ハンドリング基板は、基板及び光学機能部
を収容し且つ基板が内面に取り付けられた凹部を複数有してもよい。この構成によれば、
使用すべき光学機能部が収容された凹部のみを開封することで、他の凹部に収容された光
学機能部を不活性な空間中に維持することができる。また、同一のハンドリング基板上に
て複数種類の試料が混ざり合うことなく計測することが可能となる。更に、計測時に表面
増強ラマン散乱ユニットの差し替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上を図るこ
とが可能となる。
【００３９】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、シートは、凹部ごとに複数設けられていて
もよい。この構成によれば、使用すべき光学機能部が収容された凹部のみについてシート
をハンドリング基板から取り除くことで、当該凹部の開封、及び他の凹部の封止を容易に
且つ確実に実現することができる。
【００４０】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、パッケージは、基板及び光学機能部を収容
するキャップと、キャップの開口を封止するシートと、を有し、パッケージは、外力の作
用によってキャップが変形させられ、基板を介してシートが破られることにより、空間を
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不可逆的に開放させてもよい。この構成によれば、パッケージから取り出した後における
基板及び光学機能部の取り扱いの自由度を向上させることができる。
【００４１】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップの内面には、光学機能部と対向す
るように凹部が形成されていてもよい。この構成によれば、基板及び光学機能部がパッケ
ージに収容されている際や、基板及び光学機能部がパッケージから取り出される際に、キ
ャップと光学機能部とが干渉するのを防止することができる。
【００４２】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップの内面には、光学機能部の周囲に
おいて基板と対向するように凸部が形成されていてもよい。この構成によれば、基板及び
光学機能部がパッケージに収容されている際や、基板及び光学機能部がパッケージから取
り出される際に、キャップと光学機能部とが干渉するのを防止することができる。
【００４３】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットは、パッケージであるキャップが取り付けられた
ハンドリング基板を更に備え、基板は、光学機能部がハンドリング基板と対向するように
キャップの内面に取り付けられており、キャップは、キャップの全体がハンドリング基板
上から取り除かれることにより、空間を不可逆的に開放させてもよい。この構成によれば
、キャップの全体をハンドリング基板上から取り除く際に、光学機能部に異物や不純物が
付着するのを抑制することができる。
【００４４】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、キャップは、ハンドリング基板上に複数取
り付けられており、基板は、キャップごとにキャップの内面に取り付けられていてもよい
。この構成によれば、使用すべき光学機能部が収容されたキャップのみを開封することで
、他のキャップに収容された光学機能部を不活性な空間中に維持することができる。また
、同一のハンドリング基板上にて複数種類の試料が混ざり合うことなく計測することが可
能となる。更に、計測時に表面増強ラマン散乱ユニットの差し替え等の手間を省くことが
でき、作業効率の向上を図ることが可能となる。
【００４５】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットは、キャップに取り付けられた把持部材を更に備
えてもよい。この構成によれば、把持部材を用いて、キャップを容易に且つ確実に取り除
くことができる。
【００４６】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットでは、把持部材は、樹脂層を介してキャップに取
り付けられていてもよい。この構成によれば、キャップに撓み等が生じていても、キャッ
プに把持部材を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【００４７】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットの使用方法は、基板と、基板上に形成され、表面
増強ラマン散乱を生じさせる光学機能部と、光学機能部を不活性な空間中に収容し、空間
を不可逆的に開放させるパッケージと、を備える、表面増強ラマン散乱ユニットの使用方
法であって、パッケージを開封することにより、空間を不可逆的に開放させる第１工程と
、第１工程の後に、光学機能部上に試料を配置する第２工程と、第２工程の後に、試料に
励起光を照射する第３工程と、を備える。
【００４８】
　一側面の表面増強ラマン散乱ユニットの使用方法では、使用前には、表面増強ラマン散
乱を生じさせる光学機能部がパッケージによって不活性な空間中に収容されている。した
がって、使用直前にパッケージを開封して空間を不可逆的に開放させることで、使用前に
おける表面増強ラマン散乱効果の劣化を防止することができる。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明によれば、使用前における表面増強ラマン散乱効果の劣化を防止することができ
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る表面増強ラマン散乱ユニットを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの平面図である。
【図２】図１のII－II線に沿っての断面図である。
【図３】図２の一部拡大断面図である。
【図４】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの使用工程を示す断面図である。
【図５】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの使用工程を示す一部拡大断面図である。
【図６】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの製造工程を示す断面図である。
【図７】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの製造工程を示す断面図である。
【図８】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの製造工程を示す断面図である。
【図９】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の使用工程を示す
断面図である。
【図１０】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の一部拡大断面
図である。
【図１１】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の一部拡大断面
図である。
【図１２】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図１３】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図１４】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図１５】図１４の表面増強ラマン散乱ユニットの使用工程を示す断面図である。
【図１６】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの平面図である。
【図１７】図１６のXVII－XVII線に沿っての断面図である。
【図１８】図１６の表面増強ラマン散乱ユニットの使用工程を示す断面図である。
【図１９】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の使用工程を示
す断面図である。
【図２０】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図２１】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図２２】本発明の第３実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの平面図である。
【図２３】図２２のXXIII－XXIII線に沿っての断面図である。
【図２４】図２２の表面増強ラマン散乱ユニットの使用工程を示す断面図である。
【図２５】本発明の第４実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの断面図である。
【図２６】本発明の第４実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図２７】本発明の第４実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図２８】本発明の第１実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図２９】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図３０】本発明の第３実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図３１】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図３２】本発明の第２実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
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。
【図３３】本発明の第５実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの断面図である。
【図３４】図３３の表面増強ラマン散乱ユニットの使用工程を示す断面図である。
【図３５】本発明の第３実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【図３６】図１の表面増強ラマン散乱ユニットの光学機能部のＳＥＭ写真である。
【図３７】本発明の第３実施形態の表面増強ラマン散乱ユニットの変形例の断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図
において同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
［第１実施形態］
【００５２】
　図１及び図２に示されるように、ＳＥＲＳユニット（表面増強ラマン散乱ユニット）１
Ａは、ハンドリング基板２と、ハンドリング基板２上に取り付けられたＳＥＲＳ素子（表
面増強ラマン散乱素子）３と、を備えている。ハンドリング基板２は、矩形板状のスライ
ドガラス、樹脂基板又はセラミック基板等である。ＳＥＲＳ素子３は、ハンドリング基板
２の長手方向における一方の端部に片寄った状態で、ハンドリング基板２の表面２ａに配
置されている。
【００５３】
　ＳＥＲＳ素子３は、ハンドリング基板２上に取り付けられた基板４と、基板４上に形成
された成形層５と、成形層５上に形成された導電体層６と、を備えている。基板４は、シ
リコン又はガラス等によって矩形板状に形成されており、数百μｍ×数百μｍ～数十ｍｍ
×数十ｍｍ程度の外形及び１００μｍ～２ｍｍ程度の厚さを有している。基板４の裏面４
ｂは、ダイレクトボンディング、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射
等による溶融接合、陽極接合、又は樹脂を用いた接合によって、ハンドリング基板２の表
面２ａに固定されている。
【００５４】
　図３に示されるように、成形層５は、微細構造部７と、支持部８と、枠部９と、を含ん
でいる。微細構造部７は、周期的パターンを有する領域であり、成形層５の中央部におい
て基板４と反対側の表層に形成されている。微細構造部７には、数ｎｍ～数百ｎｍ程度の
太さ及び高さを有する複数のピラーが数十ｎｍ～数百ｎｍ程度のピッチで周期的に配列さ
れている。微細構造部７は、基板４の厚さ方向から見た場合に、数百μｍ×数百μｍ～数
十ｍｍ×数十ｍｍ程度の矩形状の外形を有している。支持部８は、微細構造部７を支持す
る領域であり、基板４の表面４ａに形成されている。枠部９は、支持部８を環状に包囲す
る領域であり、基板４の表面４ａに形成されている。支持部８及び枠部９は、数十ｎｍ～
数十μｍ程度の厚さを有している。このような成形層５は、例えば、基板４上に配置され
た樹脂（アクリル系、フッ素系、エポキシ系、シリコーン系、ウレタン系、ＰＥＴ、ポリ
カーボネート、無機有機ハイブリット材料等）又は低融点ガラスをナノインプリント法に
よって成形することで、一体的に形成される。
【００５５】
　導電体層６は、微細構造部７から枠部９に渡って形成されている。微細構造部７におい
ては、導電体層６は、基板４と反対側に露出する支持部８の表面に達している。導電体層
６は、数ｎｍ～数μｍ程度の厚さを有している。このような導電体層６は、例えば、ナノ
インプリント法によって成形された成形層５に金属（Ａｕ，Ａｇ、Ａｌ、Ｃｕ又はＰｔ等
）等の導電体を蒸着することで、形成される。ＳＥＲＳ素子３では、微細構造部７、及び
基板４と反対側に露出する支持部８の表面に形成された導電体層６によって、表面増強ラ
マン散乱を生じさせる光学機能部１０が構成されている。
【００５６】
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　参考として、光学機能部１０のＳＥＭ写真を示す。図３６に示される光学機能部は、所
定のピッチ（中心線間距離３６０ｎｍ）で周期的に配列された複数のピラー（直径１２０
ｎｍ、高さ１８０ｎｍ）を有するナノインプリント樹脂製の微細構造部に、導電体層とし
て、膜厚が５０ｎｍとなるようにＡｕを蒸着したものである。
【００５７】
　図１及び図２に示されるように、ＳＥＲＳユニット１Ａは、基板４上に形成された光学
機能部１０を不活性な空間Ｓ中に収容するパッケージ２０Ａを更に備えている。パッケー
ジ２０Ａは、ラマン分光分析の対象となる試料を光学機能部１０上に配置するために、空
間Ｓを不可逆的に開放させる。空間Ｓは、真空度が高められたり、不活性ガスが充填され
たり、或いは、異物や不純物の少ない雰囲気中においてパッケージ２０Ａの構成（ここで
は、後述のキャップ２１の実装）が行われたりすることで、不活性な空間とされている。
なお、「パッケージが空間を不可逆的に開放させる」とは、パッケージは、開封されたら
再び元の状態に戻れないもの（すなわち、再構成不能なもの）であり、パッケージの開封
によって開放された空間も、再び元の不活性な空間に戻れないことを意味する。
【００５８】
　図３に示されるように、パッケージ２０Ａは、ＳＥＲＳ素子３上に取り付けられたキャ
ップ２１である。キャップ２１は、成形層５の枠部９及び導電体層６を介して基板４上に
取り付けられている。キャップ２１は、光学機能部１０を包囲した状態で基板４上に取り
付けられた矩形筒状の包囲部２２と、光学機能部１０と対向した状態で包囲部２２の開口
を封止する膜状の対向部２３と、を有している。包囲部２２における基板４側の端面２２
ｂは、ダイレクトボンディング、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射
等による溶融接合、陽極接合、又は樹脂を用いた接合によって、導電体層６の表面に固定
されている。包囲部２２及び対向部２３は、シリコン又はガラス等によって一体的に形成
されており、基板４側に向かって広がる四角錐台状の空間Ｓを画定している。
【００５９】
　図１及び図２に示されるように、ＳＥＲＳユニット１Ａは、キャップ２１の一部に取り
付けられたシール部材（把持部材）１１を更に備えている。シール部材１１の基端部１１
ａは、ハンドリング基板２の表面２ａに貼り付けられている。シール部材１１の先端部１
１ｂは、キャップ２１の対向部２３における基板４と反対側の表面２３ａに貼り付けられ
ており（図３参照）、先端部１１ｂの一部は、キャップ２１上からはみ出している。なお
、シール部材１１の基端部１１ａは、ハンドリング基板２の表面２ａに貼り付けられてい
なくてもよい。
【００６０】
　図３に示されるように、キャップ２１において、対向部２３の厚さは、包囲部２２の厚
さよりも薄くなっている。一例として、包囲部２２の厚さが０．３ｍｍ～２ｍｍ程度であ
るのに対し、対向部２３の厚さは数μｍ～百μｍ程度となっている。更に、包囲部２２と
対向部２３との境界部分には、弱化部２４が形成されている。これにより、図４に示され
るように、シール部材１１の先端部１１ｂの一部を把持して引き上げると、シール部材１
１の先端部１１ｂが貼り付けられた対向部２３も引き上げられる。このとき、包囲部２２
と対向部２３との境界部分においてキャップ２１が弱化部２４を起点として破断され、シ
ール部材１１の先端部１１ｂが貼り付けられた対向部２３が包囲部２２から取り除かれる
。このように、対向部２３が包囲部２２から取り除かれることで、パッケージ２０Ａは、
空間Ｓを不可逆的に開放させる。なお、シール部材１１の先端部１１ｂに代えて、シール
部材１１の基端部１１ａを把持して引き上げてもよい。
【００６１】
　なお、弱化部２４とは、強度が弱められていたり、応力が集中し易くなっていたりする
領域であって、キャップ２１の破断の起点となる領域である。弱化部２４としては、包囲
部２２と対向部２３との境界部分に沿って当該境界部分の内部に形成された改質領域や、
包囲部２２と対向部２３との境界部分に沿って当該境界部分の表面に形成された切り込み
、クラック又は溝等がある。改質領域は、レーザ光の照射によって形成される。切り込み
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、クラック及び溝は、機械加工やエッチングによって形成される。
【００６２】
　次に、ＳＥＲＳユニット１Ａの使用方法について説明する。まず、図４に示されるよう
に、シール部材１１の先端部１１ｂの一部を把持して引き上げ、対向部２３を包囲部２２
から取り除く。このようにしてパッケージ２０Ａを開封することにより、空間Ｓを不可逆
的に開放させる（第１工程）。
【００６３】
　続いて、図５に示されるように、ピペット等を用いて、包囲部２２の内側に溶液の試料
１２（或いは、水又はエタノール等の溶液に粉体の試料を分散させたもの）を滴下し、光
学機能部１０上に試料１２を配置する（第２工程）。このように、キャップ２１の一部で
ある包囲部２２を溶液の試料１２のセル（チャンバ）として利用することができる。続い
て、レンズ効果を低減させるために、包囲部２２における基板４と反対側の端面２２ａに
カバーガラス１３を載置し、溶液の試料１２と密着させる。このように、キャップ２１の
一部である包囲部２２をカバーガラス１３の載置台として利用することができる。
【００６４】
　続いて、ＳＥＲＳユニット１Ａをラマン分光分析装置にセットし、光学機能部１０上に
配置された試料１２に、カバーガラス１３を介して励起光を照射する（第３工程）。これ
により、光学機能部１０と試料１２との界面で表面増強ラマン散乱が生じ、試料１２由来
のラマン散乱光が例えば１０８倍程度にまで増強されて放出される。よって、ラマン分光
分析装置では、高感度・高精度なラマン分光分析が可能となる。
【００６５】
　なお、光学機能部１０上への試料の配置の方法には、上述した方法の他に、次のような
方法がある。例えば、ハンドリング基板２を把持して、溶液である試料（或いは、水又は
エタノール等の溶液に粉体の試料を分散させたもの）に対してＳＥＲＳ素子３を浸漬させ
て引き上げ、ブローして試料を乾燥させてもよい。また、溶液である試料（或いは、水又
はエタノール等の溶液に粉体の試料を分散させたもの）を光学機能部１０上に微量滴下し
、試料を自然乾燥させてもよい。また、粉体である試料をそのまま光学機能部１０上に分
散させてもよい。そして、これらの場合には、測定時にカバーガラス１３を配置しなくて
もよい。
【００６６】
　次に、ＳＥＲＳユニット１Ａの製造方法について説明する。まず、図６に示されるよう
に、ＳＥＲＳ素子３となる部分を複数含むウェハ３００を準備する。ウェハ３００におい
て、ＳＥＲＳ素子３となる部分は、マトリックス状に配置されている。このようなウェハ
３００は、ウェハレベルで、ナノインプリント法による成形及び金属の蒸着等を実施する
ことで作成される。その一方で、キャップ２１となる部分を複数含むウェハ２００を準備
する。ウェハ２００において、キャップ２１となる部分は、ウェハ３００におけるＳＥＲ
Ｓ素子３となる部分と同様に、マトリックス状に配列されている。このようなウェハ２０
０は、ウェハレベルでエッチングやブラスト加工等を実施することで作成される。
【００６７】
　続いて、図７に示されるように、真空中、不活性ガス雰囲気中、或いは、異物や不純物
の少ない雰囲気中において、ＳＥＲＳ素子３となる部分とキャップ２１となる部分とを対
応させ、ダイレクトボンディング、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照
射等による溶融接合、陽極接合、又は樹脂を用いた接合によって、ウェハ３００とウェハ
２００とを互いに固定する。これにより、各光学機能部１０が不活性な空間Ｓ中に収容さ
れることになる。
【００６８】
　続いて、図８に示されるように、ＳＥＲＳ素子３となる部分ごとに（換言すれば、キャ
ップ２１となる部分）ごとにウェハ３００及びウェハ２００をダイシングする。これによ
り、キャップ２１が固定されたＳＥＲＳ素子３が複数作成される。このように、ウェハ３
００及びウェハ２００のダイシング時には、各光学機能部１０が不活性な空間Ｓ中に収容
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されているため、異物や不純物の付着等に起因する光学機能部１０の劣化を防止すること
ができる。続いて、ダイレクトボンディング、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レ
ーザ光の照射等による溶融接合、陽極接合、又は樹脂を用いた接合によって、ＳＥＲＳ素
子３をハンドリング基板２上に固定する。更に、シール部材１１の基端部１１ａをハンド
リング基板２の表面２ａに貼り付け、シール部材１１の先端部１１ｂをキャップ２１の対
向部２３の表面２３ａに貼り付ける。以上により、ＳＥＲＳユニット１Ａが製造される。
【００６９】
　次に、ＳＥＲＳユニット１Ａによって奏される効果について説明する。まず、ＳＥＲＳ
ユニット１Ａでは、表面増強ラマン散乱を生じさせる光学機能部１０がパッケージ２０Ａ
によって不活性な空間Ｓ中に収容されている。したがって、使用直前にパッケージ２０Ａ
を開封して空間Ｓを不可逆的に開放させることで、使用前における表面増強ラマン散乱効
果の劣化（例えば、光学機能部１０への異物や不純物の付着等に起因する表面増強ラマン
散乱効果の劣化）を防止することができる。
【００７０】
　ここで、ＳＥＲＳユニット１Ａでは、ラマン分光分析の対象となる試料（例えば分子試
料）が光学機能部１０における導電体層６の表面に密着することで、効果的な表面増強ラ
マン散乱が生じ得ることから、当該導電体層６の表面の汚染を防止することが極めて重要
になる。例えば、当該汚染には、大気中の有機物の付着、水分の付着、水分を吸着するこ
とによる当該導電体層６の表面の酸化、微小なパーティクルの付着等があり、これらによ
って当該導電体層６の表面が汚染されると、当該導電体層６の表面への試料の接触が阻害
され、効果的な表面増強ラマン散乱が生じ得なくなる。したがって、不活性な空間Ｓとは
、例えば、真空度が高められたり、不活性ガスが充填されたり、或いは、異物や不純物の
少ない雰囲気中においてパッケージ２０Ａの構成が行われたりすることで、開放直前まで
外部雰囲気との流通が遮断され、上述したような汚染が生じ難くなっている空間（つまり
、外部雰囲気中に比べ、光学機能部１０における導電体層６の表面の汚染が生じ難くなっ
ている空間）である。
【００７１】
　また、パッケージ２０Ａが、ＳＥＲＳ素子３の基板４上に取り付けられたキャップ２１
であるため、基板４を利用して、光学機能部１０を不活性な空間Ｓ中に収容し且つ空間Ｓ
を不可逆的に開放させるパッケージ２０Ａの構造の単純化を図ることができる。
【００７２】
　また、キャップ２１が、対向部２３が包囲部２２から取り除かれることにより、空間Ｓ
を不可逆的に開放させるので、光学機能部１０上への試料の安定的な配置等のために、基
板４上に残った包囲部２２を利用することができる。
【００７３】
　また、対向部２３の厚さが包囲部２２の厚さよりも薄くなっており、更に、包囲部２２
と対向部２３との境界部分に弱化部２４が形成されているので、使用前には、光学機能部
１０が収容された不活性な空間Ｓを確実に維持しつつ、使用時には、対向部２３を包囲部
２２から容易に取り除くことができる。なお、使用時において、対向部２３を包囲部２２
から容易に取り除くことができれば、対向部２３の薄型化又は弱化部２４の形成のいずれ
か一方の実施であってもよい。
【００７４】
　また、使用時にキャップ２１から取り除かれる対向部２３にシール部材１１が取り付け
られているので、使用時には、シール部材１１を用いて、キャップ２１から対向部２３を
容易に且つ確実に取り除くことができ、光学機能部１０への対向部２３の脱落等に起因し
て光学機能部１０が汚染されるのを回避することが可能となる。
【００７５】
　次に、上述したＳＥＲＳユニット１Ａの変形例について説明する。図９に示されるよう
に、キャップ２１は、キャップ２１の全体が基板４上から取り除かれることにより、空間
Ｓを不可逆的に開放させるものであってもよい。つまり、使用時において、シール部材１



(13) JP 2017-138328 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

１の先端部１１ｂの一部を把持して引き上げたときに、包囲部２２の端面２２ｂとＳＥＲ
Ｓ素子３の導電体層６の表面との接合が破断されて、キャップ２１の全体が基板４上から
取り除かれるようにする。この場合、包囲部２２と対向部２３との境界部分には弱化部２
４を形成しない。更に、対向部２３の厚さを薄くする必要もない。なお、溶液の試料１２
（或いは、水又はエタノール等の溶液に粉体の試料を分散させたもの）を光学機能部１０
上に配置する際には、例えばシリコーン等により包囲部２２と同等の形状に形成されたス
ペーサを基板４上に配置すればよい。
【００７６】
　この構成によれば、使用時に対向部２３を包囲部２２から取り除き易くするために、弱
化部２４を形成したり、対向部２３を必要以上に薄くしたりする必要がなくなる。したが
って、使用前において、光学機能部１０が収容された不活性な空間Ｓをより確実に維持す
ることができるように、キャップ２１の全体の強度を向上させることができる。
【００７７】
　また、図１０に示されるように、導電体層６は、基板４の表面４ａに直接形成されてい
てもよい。この場合には、ナノインプリント法、エッチング、陽極酸化又はレーザアブレ
ーション等によって、基板４の表面４ａに微細構造部を形成し、その後に、金属の蒸着等
によって基板４の表面４ａに導電体層６を形成する。また、図１１に示されるように、包
囲部２２の端面２２ｂは、光学機能部１０以外の部分において露出させられた基板４の表
面４ａに固定されていてもよい。この構成によれば、パッケージ２０Ａの開封時に、導電
体層６に外力が作用して導電体層６が剥がれるような事態を防止することができる。なお
、包囲部２２及び対向部２３は、四角錐台状ではなく、四角柱状の空間Ｓを画定していて
もよい。この構成によれば、包囲部２２と対向部２３との境界部分に亀裂が生じ易くなる
ため、対向部２３を包囲部２２から取り除く場合に有効である。
【００７８】
　キャップ２１を導電体層６に固定する場合と、キャップ２１を基板４に固定する場合と
では、例えばダイレクトボンディングを利用することによって、後者のほうが前者よりも
固定力が高くなり易い。そのため、キャップ２１の一部を取り除くことでパッケージ２０
Ａの開封する場合には、キャップ２１を基板４に固定することが好ましいともいえる。一
方、キャップ２１の全体を取り除くことでパッケージ２０Ａの開封する場合には、キャッ
プ２１を導電体層６に固定することが好ましいもといえる。
【００７９】
　また、キャップ２１を導電体層６に固定する場合と、キャップ２１を基板４に固定する
場合とにかかわらず、樹脂を用いた接合によってキャップ２１を固定する場合には、ダイ
レクトボンディング、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、又は陽極接合によってキャ
ップ２１を固定する場合に比べ、気密性を維持し難い。そのため、樹脂を用いた接合によ
ってキャップ２１を固定する場合には、真空度を高めることで不活性な空間Ｓを実現する
よりも、大気圧と同等の圧力となるように不活性ガスを充填したり、或いは、異物や不純
物の少ない雰囲気中においてパッケージ２０Ａの構成を行ったりすることで、不活性な空
間Ｓを実現するほうが好ましいともいえる。
【００８０】
　また、図１２に示されるように、基板４上に取り付けられたキャップ２１は、空間Ｓと
キャップ２１の外部との圧力差によって変形する変形部２５を有してもよい。ここでは、
包囲部２２の厚さよりも薄い厚さを有する対向部２３が変形部２５を兼ねており、真空度
を高めることで不活性な空間Ｓを実現している。したがって、変形部２５が凹むように変
形している。なお、大気圧を超える圧力となるように不活性ガスを充填することで不活性
な空間Ｓを実現すれば、変形部２５が膨らむように変形することになる。この構成によれ
ば、変形部２５の変形状態に基づいてパッケージ２０Ａが開封されたか否か、或いは使用
前におけるリークの発生の有無を判断することができる。
【００８１】
　また、図１３に示されるように、シール部材１１は、樹脂層２６を介してキャップ２１
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の一部に取り付けられていてもよい。ここでは、シール部材１１の先端部１１ｂが樹脂層
２６を介して対向部２３に取り付けられている。この構成によれば、対向部２３に撓み等
が生じていても、対向部２３にシール部材１１の先端部１１ｂを容易に且つ確実に取り付
けることができる。
【００８２】
　また、図１４に示されるように、対向部２３が包囲部２２から取り除かれることでパッ
ケージ２０Ａが開封される場合において、光学機能部１０が基板４上に複数形成されてい
るときには、包囲部２２及び対向部２３は、光学機能部１０ごとに設けられていてもよい
。この場合には、隣り合う包囲部２２同士は、連続して一体的に形成されていてもよいし
、離間して別体として形成されていてもよい。この構成によれば、シール部材１１を対向
部２３ごとに取り付けておき、図１５に示されるように、使用すべき光学機能部１０に対
応する対向部２３のみを包囲部２２から取り除くことで、他の光学機能部１０を不活性な
空間Ｓ中に維持することができる。更に、複数の対向部２３を包囲部２２から取り除き、
光学機能部１０ごとに異なる試料を配置することもできる。このように、同一の基板４上
にて複数種類の試料が混ざり合うことなく計測することが可能となる。更に、計測時にＳ
ＥＲＳユニット１Ａの差し替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上を図ることが
可能となる。
【００８３】
　なお、キャップ２１の全体が基板４上から取り除かれることでパッケージ２０Ａが開封
される場合において、光学機能部１０が基板４上に複数形成されているときには、キャッ
プ２１は、光学機能部１０ごとに基板４上に複数取り付けられていてもよい。この場合に
は、隣り合う包囲部２２同士は、離間して別体として形成されている必要がある。この構
成によっても、シール部材１１をキャップ２１ごとに取り付けておき、使用すべき光学機
能部１０に対応するキャップ２１のみを基板４上から取り除くことで、他の光学機能部１
０を不活性な空間Ｓ中に維持することができる。更に、複数のキャップ２１を基板４上か
ら取り除き、光学機能部１０ごとに異なる試料を配置することもできる。このように、同
一の基板４上にて複数種類の試料が混ざり合うことなく計測することが可能となる。更に
、計測時にＳＥＲＳユニット１Ａの差し替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上
を図ることが可能となる。
［第２実施形態］
【００８４】
　図１６及び図１７に示されるように、ＳＥＲＳユニット１Ｂは、キャップ２１がハンド
リング基板２上に取り付けられている点で、上述したＳＥＲＳユニット１Ａと主に相違し
ている。ＳＥＲＳユニット１Ｂにおいては、基板４上に形成された光学機能部１０を不活
性な空間Ｓ中に収容するパッケージ２０Ｂは、ハンドリング基板２上に取り付けられたキ
ャップ２１である。キャップ２１の包囲部２２の端面２２ｂは、ダイレクトボンディング
、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射等による溶融接合、陽極接合、
又は樹脂を用いた接合によって、ハンドリング基板２の表面２ａに固定されている。
【００８５】
　ＳＥＲＳユニット１Ｂにおいても、対向部２３の厚さは、包囲部２２の厚さよりも薄く
なっており、更に、包囲部２２と対向部２３との境界部分には、弱化部２４が形成されて
いる。これにより、図１８に示されるように、シール部材１１の先端部１１ｂの一部を把
持して引き上げると、シール部材１１の先端部１１ｂが貼り付けられた対向部２３も引き
上げられる。このとき、包囲部２２と対向部２３との境界部分において弱化部２４を起点
としてキャップ２１が破断され、シール部材１１の先端部１１ｂが貼り付けられた対向部
２３が包囲部２２から取り除かれる。このように、対向部２３が包囲部２２から取り除か
れることで、パッケージ２０Ｂは、空間Ｓを不可逆的に開放させる。
【００８６】
　以上のように構成されたＳＥＲＳユニット１Ｂによれば、上述したＳＥＲＳユニット１
Ａと共通の効果の他に、次のような効果が奏される。すなわち、ＳＥＲＳユニット１Ｂで
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は、パッケージ２０Ｂが、ハンドリング基板２上に取り付けられたキャップ２１であるた
め、ハンドリング基板２を利用して、光学機能部１０を不活性な空間Ｓ中に収容し且つ空
間Ｓを不可逆的に開放させるパッケージ２０Ｂの構造の単純化を図ることができる。
【００８７】
　次に、上述したＳＥＲＳユニット１Ｂの変形例について説明する。図１９に示されるよ
うに、キャップ２１は、キャップ２１の全体がハンドリング基板２上から取り除かれるこ
とにより、空間Ｓを不可逆的に開放させるものであってもよい。つまり、使用時において
、シール部材１１の先端部１１ｂの一部を把持して引き上げたときに、包囲部２２の端面
２２ｂとハンドリング基板２の表面２ａとの接合が破断されて、キャップ２１の全体がハ
ンドリング基板２上から取り除かれるようにする。この場合、包囲部２２と対向部２３と
の境界部分には弱化部２４を形成しない。更に、対向部２３の厚さを薄くする必要もない
。なお、溶液の試料１２（或いは、水又はエタノール等の溶液に粉体の試料を分散させた
もの）を光学機能部１０上に配置する際には、例えばシリコーン等により包囲部２２と同
等の形状に形成されたスペーサをハンドリング基板２上に配置すればよい。
【００８８】
　この構成によれば、使用時に対向部２３を包囲部２２から取り除き易くするために、弱
化部２４を形成したり、対向部２３を必要以上に薄くしたりする必要がなくなる。したが
って、使用前において、光学機能部１０が収容された不活性な空間Ｓをより確実に維持す
ることができるように、キャップ２１の全体の強度を向上させることができる。
【００８９】
　また、図２０に示されるように、ハンドリング基板２上に取り付けられたキャップ２１
は、空間Ｓとキャップ２１の外部との圧力差によって変形する変形部２５を有してもよい
。ここでは、包囲部２２の厚さよりも薄い厚さを有する対向部２３が変形部２５を兼ねて
おり、真空度を高めることで不活性な空間Ｓを実現している。したがって、変形部２５が
凹むように変形している。なお、大気圧を超える圧力となるように不活性ガスを充填する
ことで不活性な空間Ｓを実現すれば、変形部２５が膨らむように変形することになる。こ
の構成によれば、変形部２５の変形状態に基づいてパッケージ２０Ｂが開封されたか否か
、或いは使用前におけるリークの発生の有無を判断することができる。
【００９０】
　また、図２１に示されるように、シール部材１１は、樹脂層２６を介してキャップ２１
の一部に取り付けられていてもよい。ここでは、シール部材１１の先端部１１ｂが樹脂層
２６を介して対向部２３に取り付けられている。この構成によれば、対向部２３に撓み等
が生じていても、対向部２３にシール部材１１の先端部１１ｂを容易に且つ確実に取り付
けることができる。
【００９１】
　また、対向部２３が包囲部２２から取り除かれることでパッケージ２０Ｂが開封される
場合において、ＳＥＲＳ素子３がハンドリング基板２上に複数形成されているときには、
包囲部２２及び対向部２３は、ＳＥＲＳ素子３ごとに設けられていてもよい。この場合に
は、隣り合う包囲部２２同士は、連続して一体的に形成されていてもよいし、離間して別
体として形成されていてもよい。この構成によれば、シール部材１１を対向部２３ごとに
取り付けておき、使用すべき光学機能部１０に対応する対向部２３のみを包囲部２２から
取り除くことで、他の光学機能部１０を不活性な空間Ｓ中に維持することができる。更に
、複数の対向部２３を包囲部２２から取り除き、光学機能部１０ごとに異なる試料を配置
することもできる。このように、同一のハンドリング基板２上にて複数種類の試料が混ざ
り合うことなく計測することが可能となる。更に、計測時にＳＥＲＳユニット１Ｂの差し
替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上を図ることが可能となる。
【００９２】
　なお、キャップ２１の全体がハンドリング基板２上から取り除かれることでパッケージ
２０Ｂが開封される場合において、ＳＥＲＳ素子３がハンドリング基板２上に複数形成さ
れているときには、キャップ２１は、ＳＥＲＳ素子３ごとにハンドリング基板２上に複数
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取り付けられていてもよい。この場合には、隣り合う包囲部２２同士は、離間して別体と
して形成されている必要がある。この構成によっても、シール部材１１をキャップ２１ご
とに取り付けておき、使用すべき光学機能部１０に対応するキャップ２１のみをハンドリ
ング基板２上から取り除くことで、他の光学機能部１０を不活性な空間Ｓ中に維持するこ
とができる。更に、複数のキャップ２１をハンドリング基板２上から取り除き、光学機能
部１０ごとに異なる試料を配置することもできる。このように、同一のハンドリング基板
２上にて複数種類の試料が混ざり合うことなく計測することが可能となる。更に、計測時
にＳＥＲＳユニット１Ｂの差し替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上を図るこ
とが可能となる。
［第３実施形態］
【００９３】
　図２２及び図２３に示されるように、ＳＥＲＳユニット１Ｃは、ハンドリング基板２及
びシート１４によってパッケージ２０Ｃが構成されている点で、上述したＳＥＲＳユニッ
ト１Ａと主に相違している。ＳＥＲＳユニット１Ｃにおいては、ＳＥＲＳ素子３を収容す
る断面矩形状の凹部１５がハンドリング基板２の表面２ａに形成されている。凹部１５内
において、ＳＥＲＳ素子３の基板４の裏面４ｂは、ダイレクトボンディング、半田等の金
属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射等による溶融接合、陽極接合、又は樹脂を用
いた接合によって、凹部１５の底面（内面）１５ａに固定されている。この状態で、凹部
１５の開口１５ｂは、ハンドリング基板２の表面２ａに貼り付けられたシート１４によっ
て封止されている。ＳＥＲＳユニット１Ｃでは、図２４に示されるように、シート１４が
ハンドリング基板２から取り除かれることにより、パッケージ２０Ｃが空間Ｓを不可逆的
に開放させる。なお、凹部１５を有するハンドリング基板２は、ガラス、セラミック又は
シリコン等からなる基板にエッチングやブラスト加工等により凹部１５を形成したもので
あってもよいし、ＰＥＴ若しくはポリカーボネート、ポリプロピレン、スチロール樹脂、
ＡＢＳ樹脂、ポリエチレン、ＰＭＭＡ、シリコーン、液晶ポリマー等のプラスチック又は
モールドガラス等を成型したものであってもよい。
【００９４】
　以上のように構成されたＳＥＲＳユニット１Ｃによれば、上述したＳＥＲＳユニット１
Ａと共通の効果の他に、次のような効果が奏される。すなわち、ＳＥＲＳユニット１Ｃで
は、ハンドリング基板２を利用することで、光学機能部１０を不活性な空間Ｓ中に収容し
且つ空間Ｓを不可逆的に開放させるパッケージ２０Ｃの構造の単純化を図ることができる
。更に、ハンドリング基板２の凹部１５を利用して、光学機能部１０上に試料を安定的に
配置することができる。
［第４実施形態］
【００９５】
　図２５に示されるように、ＳＥＲＳユニット１Ｄは、キャップ１６及びシート１７によ
ってパッケージ２０Ｄが構成されている点で、上述したＳＥＲＳユニット１Ａと主に相違
している。ＳＥＲＳユニット１Ｄにおいては、ＳＥＲＳ素子３の基板４がキャップ１６の
底面（内面）１６ａと反対側に位置した状態で、ＳＥＲＳ素子３がキャップ１６に収容さ
れている。キャップ１６の開口１６ｂには、外向きのフランジ部１６ｃが設けられている
。キャップ１６の開口１６ｂは、フランジ部１６ｃに貼り付けられたシート１７によって
封止されている。キャップ１６内において、ＳＥＲＳ素子３は、キャップ１６の側壁部１
６ｄによって、キャップ１６の底面１６ａと平行な方向への動きが規制されている。この
状態で、キャップ１６の底面１６ａには、ＳＥＲＳ素子３の光学機能部１０と対向するよ
うに凹部１８が形成されている。キャップ１６は、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポ
リオロフェン等の高防湿性プラスチックによって、一体的に形成されている。シート１７
は、アルミニウム箔等である。
【００９６】
　ＳＥＲＳユニット１Ｄでは、キャップ１６を押し潰すような外力の作用によってキャッ
プ１６が変形させられ、基板４を介してシート１７が破られることにより、パッケージ２
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０Ｄが空間Ｓを不可逆的に開放させる。これにより、ＳＥＲＳ素子３を取り出すことがで
きる。パッケージ２０ＤからＳＥＲＳ素子３を取り出す際には、キャップ１６の底面１６
ａが光学機能部１０の周囲の導電体層６（すなわち、成形層５の枠部９上に形成された導
電体層６）に接触するものの、光学機能部１０に対しては凹部１８が逃げ領域となるため
、キャップ１６の底面１６ａが光学機能部１０に接触することはない。
【００９７】
　以上のように構成されたＳＥＲＳユニット１Ｄによれば、上述したＳＥＲＳユニット１
Ａと共通の効果の他に、次のような効果が奏される。すなわち、パッケージ２０Ｄから取
り出した後におけるＳＥＲＳ素子３の取り扱いの自由度を向上させることができる。更に
、ＳＥＲＳ素子３がパッケージ２０Ｄに収容されている際や、ＳＥＲＳ素子３がパッケー
ジ２０Ｄから取り出される際に、キャップ１６と光学機能部１０とが干渉するのを防止す
ることができる。なお、フランジ部１６ｃ同士を繋げることで、複数のＳＥＲＳユニット
１Ｄをマトリックス状に接続することもできる。このとき、改質領域、切り込み、クラッ
ク又は溝等の弱化部を、隣り合うフランジ部１６ｃの境界部分に形成すれば、ＳＥＲＳユ
ニット１Ｄを必要な分だけ分離することができる。
【００９８】
　次に、上述したＳＥＲＳユニット１Ｄの変形例について説明する。図２６に示されるよ
うに、キャップ１６の底面１６ａに凸部１９が形成されていてもよい。凸部１９は、光学
機能部１０の周囲において基板４と対向するように矩形環状に形成されている。これによ
り、パッケージ２０ＤからＳＥＲＳ素子３を取り出す際には、凸部１９が光学機能部１０
の周囲の導電体層６（すなわち、成形層５の枠部９上に形成された導電体層６）に接触す
るものの、キャップ１６の底面１６ａ及び凸部１９が光学機能部１０に接触することはな
い。したがって、ＳＥＲＳ素子３がパッケージ２０Ｄに収容されている際や、ＳＥＲＳ素
子３がパッケージ２０Ｄから取り出される際に、キャップ１６と光学機能部１０とが干渉
するのを防止することができる。なお、凸部１９は、光学機能部１０の周囲において基板
４と対向するように複数設けられていてもよい。また、凸部１９は、パッケージ２０Ｄに
収容されたＳＥＲＳ素子３がシート１７に接触している状態において、ＳＥＲＳ素子３に
接触するように設けられていてもよいし、ＳＥＲＳ素子３から離間するように設けられて
いてもよい。
【００９９】
　また、図２７に示されるように、光学機能部１０以外の部分において基板４の表面４ａ
が露出させられたＳＥＲＳ素子３がパッケージ２０Ｄに収容される場合には、ＳＥＲＳ素
子３がパッケージ２０Ｄに収容されている際や、ＳＥＲＳ素子３がパッケージ２０Ｄから
取り出される際に、露出させられた基板４の表面４ａに凹部１８の周囲のキャップ１６の
底面１６ａを接触させたり（図２７の（ａ））、また、露出させられた基板４の表面４ａ
に凸部１９を接触させたり（図２７の（ｂ））すればよい。
［第５実施形態］
【０１００】
　図３３に示されるように、ＳＥＲＳユニット１Ｅは、ＳＥＲＳ素子３がキャップ２１に
取り付けられている点で、図１９に示されたＳＥＲＳユニット１Ｂの変形例と主に相違し
ている。ＳＥＲＳユニット１Ｅにおいては、基板４上に形成された光学機能部１０を不活
性な空間Ｓ中に収容するパッケージ２０Ｅは、ハンドリング基板２上に取り付けられたキ
ャップ２１である。キャップ２１の包囲部２２の端面２２ｂは、ダイレクトボンディング
、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射等による溶融接合、陽極接合、
又は樹脂を用いた接合によって、ハンドリング基板２の表面２ａに固定されている。
【０１０１】
　ＳＥＲＳ素子３の基板４は、光学機能部１０がハンドリング基板２の表面２ａと対向す
るようにキャップ２１の内面に取り付けられている。基板４の裏面４ｂは、ダイレクトボ
ンディング、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射等による溶融接合、
陽極接合、又は樹脂を用いた接合によって、キャップ２１の対向部２３の内面に固定され
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ている。
【０１０２】
　図３４に示されるように、ＳＥＲＳユニット１Ｅでは、使用時において、シール部材１
１の先端部１１ｂの一部を把持して引き上げたときに、包囲部２２の端面２２ｂとハンド
リング基板２の表面２ａとの接合が破断されて、キャップ２１の全体がハンドリング基板
２上から取り除かれるようにする。このように、キャップ２１は、キャップ２１の全体が
ハンドリング基板２上から取り除かれることにより、空間Ｓを不可逆的に開放させる。な
お、シール部材１１は、樹脂層２６を介してキャップ２１に取り付けられていてもよい。
【０１０３】
　以上のように構成されたＳＥＲＳユニット１Ｅによれば、図１９に示されたＳＥＲＳユ
ニット１Ｂの変形例と共通の効果の他に、次のような効果が奏される。すなわち、ＳＥＲ
Ｓユニット１Ｅでは、キャップ２１の全体をハンドリング基板２上から取り除く際に、光
学機能部１０に異物や不純物が付着するのを抑制することができる。
【０１０４】
　なお、キャップ２１は、ハンドリング基板２上に複数取り付けられており、ＳＥＲＳ素
子３の基板４は、キャップ２１ごとにキャップ２１の内面に取り付けられていてもよい。
この構成によれば、使用すべき光学機能部１０が収容されたキャップ２１のみを開封する
ことで、他のキャップ２１に収容された光学機能部１０を不活性な空間Ｓ中に維持するこ
とができる。また、それぞれのキャップ２１において、複数種類の試料が混ざり合うこと
なく計測することが可能となる。更に、計測時にＳＥＲＳユニット１Ｂの差し替え等の手
間を省くことができ、作業効率の向上を図ることが可能となる。
【０１０５】
　以上、本発明の第１～第５実施形態について説明したが、本発明は、上記各実施形態に
限定されるものではない。例えば、空間Ｓの形状は、四角錘台状の他に、円柱状、円錐台
状、四角柱状等、種々の形状とすることができる。また、ＳＥＲＳユニット１Ａ～１Ｅは
、例えば第１実施形態及び第２実施形態において複数の光学機能部１０に対して１つの（
同一の）対向部２３が対応する構成等、複数の光学機能部１０が同一のパッケージ２０Ａ
～２０Ｅに収容されるような構成をとってもよい。以上のように、ＳＥＲＳユニット１Ａ
～１Ｅの各構成の材料及び形状には、上述した材料及び形状に限らず、様々な材料及び形
状を適用することができる。
【０１０６】
　また、微細構造部７は、例えば支持部８を介して、基板４の表面４ａ上に間接的に形成
されていてもよいし、基板４の表面４ａ上に直接的に形成されていてもよい。また、導電
体層６は、微細構造部７上に直接的に形成されたものに限定されず、微細構造部７に対す
る金属の密着性を向上させるためのバッファ金属（Ｔｉ、Ｃｒ等）層等、何らかの層を介
して、微細構造部７上に間接的に形成されたものであってもよい。
【０１０７】
　また、図２８に示されるように、第１実施形態のＳＥＲＳユニット１Ａにおいて、シー
ル部材１１に代えて、リジット部材（把持部材）３１をキャップ２１に取り付けてもよい
。リジット部材３１は、樹脂、金属、セラミック又はガラス等によって矩形板状に形成さ
れている。リジット部材３１の基端部３１ａは、ダイレクトボンディング、半田等の金属
を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射等による溶融接合、陽極接合、又は樹脂を用い
た接合によって、キャップ２１の対向部２３の表面２３ａに固定されており、リジット部
材３１の先端部３１ｂは、自由端となっている。この場合、リジット部材３１の先端部３
１ｂをハンドリング基板２に対して進退させることで、キャップ２１の対向部２３、又は
キャップ２１の全体をリジット部材３１と共に取り除く。なお、キャップ２１にリジット
部材３１を一体的に形成してもよい。また、第２実施形態のＳＥＲＳユニット１Ｂにおい
て、シール部材１１に代えて、リジット部材３１をキャップ２１に取り付けてもよい。
【０１０８】
　また、図２９に示されるように、第２実施形態のＳＥＲＳユニット１Ｂにおいて、シー
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ル部材１１に代えて、突起部材（把持部材）３２をキャップ２１に取り付けてもよい。突
起部材３２は、樹脂、金属、セラミック又はガラス等からなり、ダイレクトボンディング
、半田等の金属を用いた接合、共晶接合、レーザ光の照射等による溶融接合、陽極接合、
又は樹脂を用いた接合によって、キャップ２１の対向部２３の表面２３ａに固定されてい
る。半田等の金属、又は樹脂を用いて接合する場合、キャップ２１の包囲部２２の端面２
２ａが、対向部２３の表面２３ａに対してハンドリング基板２と反対側に突出していると
、対向部２３の表面２３ａ上において包囲部２２に包囲された領域Ｒに、半田等の金属、
又は樹脂を留め、突起部材３２を対向部２３の表面２３ａに容易に且つ確実に固定するこ
とができる。この場合、突起部材３２を把持して引き上げることで、キャップ２１の対向
部２３を突起部材３２と共に取り除く。
【０１０９】
　なお、領域Ｒの広さは、基板４の厚さ方向から見た場合に、空間Ｓの広さと同等であっ
てもよいし（図２９の（ａ））、空間Ｓの広さよりも大きくてもよいし（図２９の（ｂ）
）、空間Ｓの広さよりも小さくてもよい（図２９の（ａ））。また、キャップ２１に突起
部材３２を一体的に形成してもよい。また、第１実施形態のＳＥＲＳユニット１Ａにおい
て、シール部材１１に代えて、突起部材３２をキャップ２１に取り付けてもよい。また、
図３０に示されるように、第３実施形態のＳＥＲＳユニット１Ｃにおいて、シート１４に
代えて、樹脂、金属、セラミック又はガラス等からなるカバー３３によって凹部１５の開
口１５ｂを封止し、そのカバー３３に突起部材３２を取り付けてもよい。また、図３１に
示されるように、第２実施形態のＳＥＲＳユニット１Ｂにおいて、ＳＥＲＳ素子３がハン
ドリング基板２上に複数形成されており、包囲部２２及び対向部２３がＳＥＲＳ素子３ご
とに設けられている場合には、各対向部２３に突起部材３２を取り付けてもよい。
【０１１０】
　また、図３２に示されるように、第２実施形態のＳＥＲＳユニット１Ｂにおいて、シー
ル部材１１に代えて、爪部３３をキャップ２１に一体的に形成してもよい。この場合、爪
部３３にピンセット等を引っ掛けて爪部３３を引き上げることで、キャップ２１の全体を
取り除く。なお、爪部３３は、フランジ状に形成されていてもよいし（図３２の（ａ））
、突起状に一つ又は複数形成されていてもよい（図３２の（ｂ））。また、第１実施形態
のＳＥＲＳユニット１Ａにおいて、シール部材１１に代えて、爪部３３をキャップ２１に
一体的に形成してもよい。
【０１１１】
　また、図３５に示されるように、第３実施形態のＳＥＲＳユニット１Ｃにおいて、ハン
ドリング基板２は、基板４及び光学機能部１０を収容し且つ基板４が内面に取り付けられ
た凹部１５を複数有してもよい。この構成によれば、使用すべき光学機能部１０が収容さ
れた凹部１５のみを開封することで、他の凹部１５に収容された光学機能部１０を不活性
な空間Ｓ中に維持することができる。また、同一のハンドリング基板２上にて複数種類の
試料が混ざり合うことなく計測することが可能となる。更に、計測時にＳＥＲＳユニット
１Ｃの差し替え等の手間を省くことができ、作業効率の向上を図ることが可能となる。
【０１１２】
　更に、ＳＥＲＳユニット１Ｃでは、シート１４は、凹部１５ごとに複数設けられていて
もよい。この構成によれば、使用すべき光学機能部１０が収容された凹部１５のみについ
てシート１４をハンドリング基板２から取り除くことで、当該凹部１５の開封、及び他の
凹部１５の封止を容易に且つ確実に実現することができる。
【０１１３】
　また、図３７に示されるように、第３実施形態のＳＥＲＳユニット１Ｃのハンドリング
基板２の裏面２ｂに、ハンドリング基板２の厚さ方向に垂直な方向に延在する壁部４１，
４２が形成されるように、複数の肉抜き部４３が設けられていてもよい。ここでは、壁部
４１は、ハンドリング基板２の外縁に沿って環状に形成されており、壁部４２は、壁部４
１の内側において格子状に形成されている。一例として、各肉抜き部４３は、直方体状に
形成されている。
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【０１１４】
　この構成によれば、ハンドリング基板２に反りが生じることが防止されるため、ラマン
分光分析を行う場合において、ハンドリング基板２をラマン分光分析装置のステージ上に
配置するときに、光学機能部１０に励起光の焦点を精度良く合わせることができる。特に
、凹部１５をハンドリング基板２に形成する場合には、ハンドリング基板２の材料に、凹
部１５の形成が容易となる樹脂等の材料が選択されるが、そのような材料ほど反りが生じ
易くなるので、上述したような肉抜き部４３を設けることは極めて有効である。ただし、
上述したいずれの形態のハンドリング基板２にも、反りが生じるのを防止するために、上
述したような肉抜き部４３を設けることは可能である。
【０１１５】
　なお、ハンドリング基板２の表面２ａには、ハンドリング基板２の外縁に沿って環状に
切欠き部４４が形成されている。この切欠き部４４は、別のＳＥＲＳユニット１Ｃの壁部
４１が配置されるように形成されているため、搬送時等に、複数のＳＥＲＳユニット１Ｃ
をスタックすることができる。
【０１１６】
　また、図３７に示されるＳＥＲＳユニット１Ｃにおいても、シート１４の端部１４ａを
把持してシート１４を凹部１５と反対側に引き上げることで、シート１４をハンドリング
基板２から取り除く。これにより、光学機能部１０に損傷が生じるのを確実に防止しつつ
、パッケージ２０Ｃ内の空間Ｓを不可逆的に開放させることができる。このように、シー
ト１４のうち、その端部１４ａは、ハンドリング基板２の表面２ａに貼り付けられておら
ず、シート１４をハンドリング基板２から取り除く際に把持部として機能する。
【符号の説明】
【０１１７】
　１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ…ＳＥＲＳユニット（表面増強ラマン散乱ユニット）、
２…ハンドリング基板、４…基板、１０…光学機能部、１１…シール部材（把持部材）、
１４…シート、１５…凹部、１５ａ…底面（内面）、１５ｂ…開口、１６…キャップ、１
６ａ…底面（内面）、１６ｂ…開口、１７…シート、１８…凹部、１９…凸部、２０Ａ，
２０Ｂ，２０Ｃ，２０Ｄ，２０Ｅ…パッケージ、２１…キャップ、２２…包囲部、２３…
対向部、２４…弱化部、２５…変形部、２６…樹脂層、３１…リジット部材（把持部材）
、３２…突起部材（把持部材）。
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